
中
小
企
業
者
及
び
中
堅
事
業
者
等
に
対
す
る
資
金
供
給
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
の
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金

庫
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
一
年
六
月
十
一
日

参

議

院

経

済

産

業

委

員

会

中
小
企
業
者
及
び
中
堅
事
業
者
等
（
以
下
「
中
小
企
業
者
等
」
と
い
う
。
）
の
大
幅
に
悪
化
し
て
い
る
資
金
繰
り
を
改
善
し
、

経
営
の
安
定
化
や
活
性
化
を
図
る
と
と
も
に
、
中
小
企
業
者
等
に
対
す
る
資
金
供
給
を
長
期
に
わ
た
っ
て
確
保
す
る
こ
と
が
喫

緊
の
課
題
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ

る
。

一

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
（
以
下
「
商
工
中
金
」
と
い
う
。
）
の
危
機
対
応
準
備
金
が
創
設
さ
れ
た
趣
旨
に
か
ん
が

み
、
不
況
時
の
中
小
企
業
の
資
金
需
要
に
的
確
か
つ
十
分
に
対
応
す
る
た
め
、
危
機
対
応
業
務
の
一
層
円
滑
な
実
施
が
図
ら

れ
る
よ
う
、
財
源
の
確
保
や
借
り
手
の
立
場
に
立
っ
た
対
応
の
徹
底
な
ど
万
全
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二

本
法
施
行
後
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
商
工
中
金
に
対
す
る
政
府
出
資
が
中
小
企
業
向
け
資
金
供
給
に
十
分
つ
な
が
っ
て

い
る
か
ど
う
か
を
定
期
的
に
検
証
す
る
と
と
も
に
、
国
が
中
小
企
業
金
融
の
円
滑
化
に
責
任
を
果
た
す
べ
き
と
の
観
点
か
ら
、

国
の
中
小
企
業
政
策
と
の
連
携
の
確
保
及
び
商
工
中
金
の
財
政
基
盤
の
更
な
る
強
化
等
に
つ
い
て
結
論
を
得
る
こ
と
。

ま
た
、
政
府
系
金
融
機
関
の
在
り
方
に
つ
い
て
規
定
し
た
「
簡
素
で
効
率
的
な
政
府
を
実
現
す
る
た
め
の
行
政
改
革
の
推

進
に
関
す
る
法
律
」
第
六
条
に
お
け
る
商
工
中
金
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
見
直
し
の
検
討
対
象
と
す
る
こ
と
。

三

資
金
調
達
の
た
め
の
政
府
保
証
制
度
の
創
設
に
よ
り
、
株
式
会
社
産
業
革
新
機
構
が
多
額
の
資
金
を
調
達
し
、
そ
れ
ら
を

リ
ス
ク
マ
ネ
ー
と
し
て
供
給
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
支
援
基
準
の
明
確
化
や
民
間
の
優
秀
な
目
利
き

人
材
の
確
保
と
活
用
等
に
よ
り
、
出
資
対
象
の
審
査
及
び
出
資
後
の
監
理
を
厳
格
に
実
施
す
る
等
そ
の
運
営
に
お
い
て
公
正

性
か
つ
透
明
性
が
確
保
さ
れ
、
ま
た
、
財
政
資
金
の
保
全
・
回
収
が
図
ら
れ
る
よ
う
体
制
の
整
備
に
努
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


